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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　撮像用画素と、位相差検出用画素とを有する撮像素子と、
　前記位相差検出用画素から得られる位相差信号を用いて、撮像レンズのフォーカス駆動
量及び駆動方向を決定する決定手段と、
を備え、前記撮像素子で撮像した動画の記録が可能な撮像装置であって、
　動画記録中かつ前記撮像レンズのフォーカス駆動を停止している際に、焦点検出の再起
動が必要か否かを前記撮像用画素から得られる評価値に基づいて判定し、焦点検出の再起
動が必要と判定された場合、前記撮像レンズの絞りの開口径が、設定されている焦点検出
領域に含まれている前記位相差検出用画素から得られる位相差信号を用いた、前記決定手
段による焦点検出が可能な開口径か否かを判定する判定手段と、
　前記判定手段により、前記撮像レンズの絞りの開口径が、設定されている焦点検出領域
に含まれている前記位相差検出用画素から得られる位相差信号を用いた、前記決定手段に
よる焦点検出が可能な開口径でないと判定された場合、前記決定手段によって撮像レンズ
のフォーカス駆動量及び駆動方向を決定する間、前記撮像レンズの絞りの開口径を前記決
定手段による焦点検出が可能な大きさに変更する制御手段と、
　前記決定手段が決定したフォーカス駆動量及び駆動方向に従って、前記撮像レンズのフ
ォーカス駆動を行う駆動手段と、
を有し、
　前記制御手段は、前記撮像レンズの絞りの開口径が、前記設定されている焦点検出領域
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に含まれている前記位相差検出用画素から得られる位相差信号を用いた、前記決定手段に
よる焦点検出が可能な絞りの大きさを超える場合には、当該大きさを超えない大きさに前
記撮像レンズの絞りの開口径を変更することを特徴とする撮像装置。
【請求項２】
　前記制御手段は、前記決定手段によって撮像レンズのフォーカス駆動量及び駆動方向を
決定する間、前記撮像レンズの絞りの開口径が小さくなるように変更する場合、前記撮像
素子から読み出した画像信号に適用するゲインを上昇させて、前記変更による光量の減少
を補うことを特徴とする請求項１記載の撮像装置。
【請求項３】
　前記撮像レンズの絞りの開口径が、前記設定されている焦点検出領域に含まれている前
記位相差検出用画素から得られる位相差信号を用いた、前記決定手段による焦点検出が可
能な絞りの大きさに満たない場合には、当該大きさ以上となるように前記撮像レンズの絞
りの開口径を変更することを特徴とする請求項１または請求項２に記載の撮像装置。
【請求項４】
　前記制御手段は、前記決定手段によって撮像レンズのフォーカス駆動量及び駆動方向を
決定する間、前記撮像レンズの絞りの開口径を大きくなるように変更する場合、前記撮像
素子における蓄積時間を短縮して、前記変更による光量の増加を相殺することを特徴とす
る請求項３記載の撮像装置。
【請求項５】
　前記判定手段は、前記撮像用画素から得られる画像信号から抽出されるコントラスト評
価値が所定値以下である場合に、前記焦点検出の再起動が必要と判定することを特徴とす
る請求項１乃至請求項４のいずれか１項に記載の撮像装置。
【請求項６】
　前記撮像レンズを、着脱可能に装着する装着手段をさらに有することを特徴とする請求
項１乃至請求項５のいずれか１項に記載の撮像装置。
【請求項７】
　撮像用画素と、位相差検出用画素とを有する撮像素子と、
　前記位相差検出用画素から得られる位相差信号を用いて、撮像レンズのフォーカス駆動
量及び駆動方向を決定する決定手段と、
を備え、前記撮像素子で撮像した動画の記録が可能な撮像装置の制御方法であって、
　判定手段が、動画記録中かつ前記撮像レンズのフォーカス駆動を停止している際に、焦
点検出の再起動が必要か否かを前記撮像用画素から得られる評価値に基づいて判定し、焦
点検出の再起動が必要と判定された場合、前記撮像レンズの絞りの開口径が、設定されて
いる焦点検出領域に含まれている前記位相差検出用画素から得られる位相差信号を用いた
、前記決定手段による焦点検出が可能な開口径か否かを判定する判定工程と、
　前記判定工程において、前記撮像レンズの絞りの開口径が、設定されている焦点検出領
域に含まれている前記位相差検出用画素から得られる位相差信号を用いた、前記決定手段
による焦点検出が可能な開口径でないと判定された場合、前記決定手段によって撮像レン
ズのフォーカス駆動量及び駆動方向を決定する間、制御手段が、前記撮像レンズの絞りの
開口径を前記決定手段による焦点検出が可能な大きさに変更する制御工程と、
　駆動手段が、前記決定手段が決定したフォーカス駆動量及び駆動方向に従って、前記撮
像レンズのフォーカス駆動を行う駆動工程と、
を有し、
　前記制御工程において前記制御手段は、前記撮像レンズの絞りの開口径が、前記設定さ
れている焦点検出領域に含まれている前記位相差検出用画素から得られる位相差信号を用
いた、前記決定手段による焦点検出が可能な絞りの大きさを超える場合には、当該大きさ
を超えない大きさに前記撮像レンズの絞りの開口径を変更することを特徴とする撮像装置
の制御方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
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【０００１】
　本発明は撮像装置およびその制御方法に関し、特には動画記録可能な撮像装置およびそ
の制御方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、自動焦点検出（ＡＦ）機能を有し、動画撮影可能な撮像装置が知られている。例
えば特許文献１には、被写体像のコントラスト成分に基づいて順次焦点検出用レンズを駆
動する所謂山登り制御を用いた自動焦点検出（コントラストＡＦ）機能を備えるビデオカ
メラが開示されている。特許文献１では、合焦位置で焦点検出用レンズを停止した後、再
度焦点検出の必要が発生した際には、まず焦点検出用レンズを前後に駆動し、合焦方向を
検出し、検出方向に焦点検出用レンズを駆動しながら山登り制御を行っている。
【０００３】
　自動焦点検出方法としては、上述したコントラストＡＦの他に、レンズの射出瞳の異な
る領域を通過した光束の成す像の位相差を用いて非合焦距離（デフォーカス量）を判定す
る位相差検出ＡＦなども一般的に用いられている。
【０００４】
　また、コントラストＡＦと位相差検出ＡＦとの組み合わせについても提案されている。
例えば特許文献２には、レンズの絞り機構によって射出瞳が小さくされたことにより、現
在設定されている焦点検出領域では位相差検出ＡＦが使用できない場合に、コントラスト
ＡＦを用いて焦点検出を行う焦点検出装置が提案されている。
【０００５】
　これまで、コントラストＡＦは撮像画像から焦点情報（コントラスト成分）を検出し、
位相差検出ＡＦは撮像素子とは別の検出素子を用いて焦点情報（一対の像）を検出するの
が一般的であった。しかし、撮像素子に位相差検出用画素を形成することにより、撮像素
子の出力でコントラストＡＦと位相差検出ＡＦを行う撮像装置も提案されている（特許文
献３）。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００６】
【特許文献１】特開平２－１４００７４号公報
【特許文献２】特開２００７－８４８７８２号公報
【特許文献３】特開２００７－６５３３０号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　従来、電子ビューファインダー（ＥＶＦ）が主に用いられている小型デジタルカメラで
は動画撮影機能を有するのが通常であったが、レンズ交換式デジタルカメラにおいては動
画撮影機能を持たないものや、動画撮影中は自動焦点検出ができないものが多かった。し
かしながら、近年では、レンズ交換式デジタルカメラにおいても、ＥＶＦと同様の所謂ラ
イブビュー機能を備えるものが増え、それとともに動画撮影機能も標準的になってきてい
る。
【０００８】
　このように、デジタル（スチル）カメラと、デジタルビデオカメラとは機能的に似たも
のになってきているが、自動焦点検出方法に関しては依然として大きな差異が存在する。
ビデオカメラは動画撮影を主目的としているため、合焦距離が変動することを想定した自
動焦点検出を行う。具体的には、焦点検出後も、合焦位置を中心に焦点検出用レンズを前
後に微小な範囲（撮影される動画像に大きな影響が出ない範囲）で常に移動（ウォブリン
グ）させ、合焦方向の検出を行っている。そのため、撮像レンズもウォブリングに対応し
たものが用いられる。
【０００９】
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　これに対し、デジタルスチルカメラは静止画撮影を主目的としているため、焦点検出で
きた場合には、その位置で焦点検出用レンズを停止させるのが通常である。従って、デジ
タルスチルカメラに用いられる撮像レンズは、ウォブリングのような微小範囲の駆動に対
応していないものが多い。そのため、一旦焦点検出できた後、ウォブリングのような合焦
方向検出のための駆動を行った場合、駆動量が大きく、撮像画像の画質に影響がでてしま
う。レンズ固定式のデジタルスチルカメラの場合、今後はウォブリングを考慮したレンズ
を備えるものが増えると予想されるため、近い将来改善されることが期待される。しかし
ながら、レンズ交換式のデジタルスチルカメラにおいて、近い将来、使用可能な全ての撮
像レンズ（交換レンズ）がウォブリングに対応したものとなることは考えにくく、当分の
間は問題が残るものと予想される。
【００１０】
　本発明はこのような従来技術の課題に鑑みなされたものであり、微小量の駆動に対応し
ていない撮像レンズが装着された場合でも、動画撮影に適した焦点検出動作が可能な撮像
装置およびその制御方法の提供を目的とする。
【課題を解決するための手段】
【００１１】
　上述の目的は、撮像用画素と、位相差検出用画素とを有する撮像素子と、位相差検出用
画素から得られる位相差信号を用いて、撮像レンズのフォーカス駆動量及び駆動方向を決
定する決定手段と、を備え、撮像素子で撮像した動画の記録が可能な撮像装置であって、
動画記録中かつ撮像レンズのフォーカス駆動を停止している際に、焦点検出の再起動が必
要か否かを撮像用画素から得られる評価値に基づいて判定し、焦点検出の再起動が必要と
判定された場合、撮像レンズの絞りの開口径が、設定されている焦点検出領域に含まれて
いる位相差検出用画素から得られる位相差信号を用いた、決定手段による焦点検出が可能
な開口径か否かを判定する判定手段と、判定手段により、撮像レンズの絞りの開口径が、
設定されている焦点検出領域に含まれている位相差検出用画素から得られる位相差信号を
用いた、決定手段による焦点検出が可能な開口径でないと判定された場合、決定手段によ
って撮像レンズのフォーカス駆動量及び駆動方向を決定する間、撮像レンズの絞りの開口
径を決定手段による焦点検出が可能な大きさに変更する制御手段と、決定手段が決定した
フォーカス駆動量及び駆動方向に従って、撮像レンズのフォーカス駆動を行う駆動手段と
、を有し、制御手段は、撮像レンズの絞りの開口径が、設定されている焦点検出領域に含
まれている位相差検出用画素から得られる位相差信号を用いた、決定手段による焦点検出
が可能な絞りの大きさを超える場合には、当該大きさを超えない大きさに撮像レンズの絞
りの開口径を変更することを特徴とする撮像装置によって達成される。
【発明の効果】
【００１２】
　このような構成により、本発明によれば、微小量の駆動に対応していない撮像レンズが
装着された場合でも、動画撮影に適した焦点検出動作が可能となる。
【図面の簡単な説明】
【００１３】
【図１】本発明の第１の実施形態に係る撮像装置の構成例を示すブロック図。
【図２】本発明の第１の実施形態における撮像用画素の配置と構造の例を示す図。
【図３】本発明の第１の実施形態において、レンズの水平方向（横方向）に瞳分割を行な
うための位相差検出用画素の配置と構造の例を示す図。
【図４】本発明の第１の実施形態において、レンズの垂直方向（縦方向）に瞳分割を行な
うための位相差検出用画素の配置と構造の例を示す図。
【図５】本発明の第１の実施形態において、映像信号の注目画素ａ（ｍ，ｋ）近傍の画素
の並びを示した図。
【図６】レンズの合焦位置の前後でのコントラストレベルの変化の例を示す図。
【図７】絞りの開口径が大きい場合に、像高の違う位置の位相差検出用画素へ入射する光
束の状態の例を示す図。
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【図８】本発明の第１の実施形態に係る撮像装置における、焦点調節用レンズが合焦位置
で停止した状態での動作を説明するためのフローチャート。
【図９】絞りの開口径が小さい場合に、レンズの光軸中心に近い領域に設けられた位相差
検出画素に入射する光束の様子を示した図。
【図１０】本発明の第２の実施形態に係る撮像装置における、焦点調節用レンズが合焦位
置で停止した状態での動作を説明するためのフローチャート。
【発明を実施するための形態】
【００１４】
　以下、本発明に係る撮像装置及びその制御方法の例示的な実施形態について、図面を参
照して詳細に説明する。
（第１の実施形態）
　図１は本発明の第１の実施形態に係る撮像装置の構成例を示すブロック図である。本実
施形態に係る撮像装置１００は、レンズ交換式であり、レンズマウント１０９を介して撮
像レンズ１０１が着脱可能に構成される。撮像装置１００と撮像レンズ１０１とはレンズ
マウント１０９を通じて双方向に通信可能である。１０２は撮像レンズ１０１に内蔵され
る絞り、１０３は撮像素子、１０４は信号処理回路、１０５は制御回路、１０６は動画記
録ボタン、１０７は表示部、１０８は着脱自在のメモリーカードである。
【００１５】
　被写体像は撮像レンズ１０１にて撮像素子１０３上に投影され電気信号に変換されるが
、その際、撮像素子１０３上に画像撮影に適切な量の光束が到達するよう、撮像装置１０
０が有する自動露出制御機能によって絞り１０２が適切な開口寸法に設定される。
【００１６】
　撮像素子１０３からは光電変換された被写体像の画像信号が読み出される。後述するよ
うに、撮像素子１０３には通常の画素（撮像用画素）に加え、位相差検出用画素が設けら
れており、両者の信号が読み出されて信号処理回路１０４に入力される。なお、本実施形
態では、撮像素子１０３の部分領域を焦点検出領域として設定可能であり、設定可能な焦
点検出領域の各々には、位相差検出ＡＦを行うための位相差検出用画素が含まれているも
のとする。
【００１７】
　信号処理回路１０４は、撮像用画素信号と位相差検出用画素信号とで異なる処理を適用
する。信号処理回路１０４は、撮像用画素信号に対しては従来と同様、色補間処理、ガン
マ処理等の画像処理（現像処理とも呼ばれる）を適用し、映像信号に変換する。なお、位
相差検出用画素からは画像用の信号を得ることができないため、信号処理回路１０４は、
位相差検出用画素における画像用の信号を、近傍の撮像用画素の信号から所定の補間処理
によって生成する。
【００１８】
　また、信号処理回路１０４は、撮像用画素信号から得られた映像信号に所定の処理を施
してコントラスト信号（例えば、空間周波数領域における高周波成分）を得る。
【００１９】
　信号処理回路１０４にて生成された映像信号は表示部１０７に表示される。以上の処理
を連続して（例えば３０回／秒）行うことで、動画が撮影される。この動画を表示部１０
７に表示することで、表示部１０７を電子ビューファインダ（ＥＶＦ）として機能させる
ことができる。また、例えば動画記録ボタン１０６が押下されることにより、記録指示が
与えられると、信号処理回路１０４が映像信号に圧縮処理を適用して記録用の映像信号を
生成し、メモリーカード１０８への記録を開始する。表示部１０７への映像の表示は動画
記録ボタン１０６が押下されるまでの期間（スタンバイ期間）のみならず、動画記録中も
メモリーカード１０８への記録と並行して継続する。なお、表示部１０７へ表示する映像
（表示用映像）は、処理負荷を軽減するため、記録用の映像よりも解像度を低下させても
よい。動画記録中に動画記録ボタン１０６が再度押下されると、信号処理回路１０４はメ
モリーカード１０８への動画記録を停止するが、表示部１０７への表示は継続する。
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【００２０】
　一方、信号処理回路１０４は、撮像レンズ１０１の射出瞳の同一の領域を通過した光束
を受光する複数の位相差検出用画素の信号に対して所定の処理を適用し、位相差検出用信
号を生成する。さらに、撮像素子１０３において近接して配置され、かつ撮像レンズ１０
１の射出瞳の異なる領域を通過した光束を受光する複数の位相差検出用画素から得られた
位相差検出用信号から、信号処理回路１０４は位相差信号を生成する。
【００２１】
　制御回路１０５は信号処理回路１０４が生成した位相差信号をもとに、撮像レンズ１０
１が有する焦点調節用レンズの駆動量および駆動方向を算出し、対応するフォーカス駆動
信号を生成して撮像レンズ１０１に供給する。連写中の焦点検出は、記録画像用の画像信
号の読み出しの合間に読み出された画像信号を用いて行われる。
【００２２】
　撮像レンズ１０１と、撮像装置１００の制御回路１０５とは、上述したフォーカス駆動
信号以外に、絞り１０２を制御するための絞り制御信号および、レンズ状態を判定するた
めの状態信号などの通信を行う。状態信号の内容には、例えば、装着された撮像レンズ１
０１の種類を判定するためのレンズ種別情報や、絞り値の情報が含まれている。
【００２３】
　図２ないし図４は、撮像用画素と位相差検出用画素（ＡＦ画素）の構造を説明する図で
ある。
　本実施形態の撮像素子１０３は、２行×２列の４画素の対角２画素にＧ（緑色）の分光
感度を有する画素を配置し、他の２画素にＲ（赤色）とＢ（青色）の分光感度を有する画
素を各１個配置した、ベイヤー配列を採用している。また、ベイヤー配列の画素の一部と
して、後述する構造の位相差検出用画素が所定の規則に従って分散配置される。
【００２４】
　図２に、本実施形態における撮像用画素の配置と構造の例を示す。
　図２（ａ）は２行×２列の撮像用画素の平面図である。上述の通り、ベイヤー配列では
対角方向に２つのＧ画素が、他の２画素にＲとＢの画素が配置される。そしてこのような
２行×２列の配列が撮像素子１０３の全体にわたって繰り返される。
【００２５】
　図２（ｂ）は、図２（ａ）のＡ－Ａ断面と、撮影光学系からの光路を示す図である。
　ＭＬは各画素の最前面に配置されたオンチップマイクロレンズ、ＣＦＲはＲ（Ｒｅｄ）
のカラーフィルタ、ＣＦＧはＧ（Ｇｒｅｅｎ）のカラーフィルタである。ＰＤは画素の光
電変換部を模式的に示したもの、ＣＬはＣＭＯＳイメージセンサ内の各種信号を伝達する
信号線を形成するための配線層である。ＴＬは撮影光学系を模式的に示したものである。
【００２６】
ここで、撮像用画素のオンチップマイクロレンズＭＬと光電変換部ＰＤは、撮影光学系Ｔ
Ｌを通過した光束を可能な限り有効に取り込むように構成されている。換言すると、撮影
撮像光学系ＴＬの射出瞳ＥＰと光電変換部ＰＤは、マイクロレンズＭＬにより共役関係に
あり、かつ光電変換部ＰＤの有効面積は大面積に設計される。また、図２（ｂ）ではＲ画
素の入射光束について図示したが、Ｇ画素及びＢ（Ｂｌｕｅ）画素も同一の構造となって
いる。従って、撮像用のＲＧＢ各画素に対応した射出瞳ＥＰは大径となり、被写体からの
光束を効率よく取り込んで画像信号のＳ／Ｎを向上させている。
　図３は、本実施形態において、レンズの水平方向（横方向）に瞳分割を行なうための位
相差検出用画素（ＡＦ画素）の配置と構造の例を示す。
【００２７】
　図３（ａ）は、位相差検出用画素対を含む２行×２列の画素の平面図である。撮像信号
を得る場合、Ｇ画素は輝度情報の主成分をなす。人間の画像認識特性は輝度情報に敏感で
あるため、Ｇ画素が欠損すると画質劣化が認められやすい。一方で緑色以外の色の画素、
具体的にはＲ画素もしくはＢ画素は、色情報を取得する画素であるが、人間の画像認識特
性は色情報に鈍感であるため、色情報を取得する画素は多少の欠損が生じても画質劣化に
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気づきにくい。そこで本実施形態においては、２行×２列の画素のうち、Ｇ画素は撮像用
画素として残し、Ｒ画素とＢ画素の位置に位相差検出用画素対ＳＨＡ及びＳＨＢを配置し
ている。
【００２８】
　図３（ｂ）は、図３（ａ）のＡ－Ａ断面（すなわち、位相差検出用画素対の断面）と、
撮影光学系からの光路を示す図である。
　マイクロレンズＭＬと、光電変換部ＰＤは図２（ｂ）に示した撮像用画素と同一構造で
ある。本実施形態においては、位相差検出用画素の信号は画像信号として利用しないため
、色分離用カラーフィルタの代わりに無色透明なフィルタＣＦＷが配置される。また、一
対の画素で瞳分割を行なうため、配線層ＣＬの開口部はマイクロレンズＭＬの中心線に対
して一方向に偏倚している。すなわち、位相差検出用画素対を構成する第１のＡＦ画素Ｓ
ＨＡと第２のＡＦ画素ＳＨＢの開口は、互いに異なる方向に偏倚している。
【００２９】
　具体的には、位相差検出用画素ＳＨＡの開口部ＯＰＨＡは水平方向右側に偏倚している
ため、レンズＴＬの左側の射出瞳ＥＰＨＡを通過した光束を受光する。同様に、位相差検
出用画素ＳＨＢの開口部ＯＰＨＢは水平方向左側に偏倚しているため、レンズＴＬの右側
の射出瞳ＥＰＨＢを通過した光束を受光する。水平方向に規則的に配列した複数の位相差
検出用画素ＳＨＡで取得した輝度波形をＡ像波形（第１の像波形）とする。また、水平方
向に規則的に配列した複数の位相差検出用画素ＳＨＢで取得した輝度波形をＢ像波形（第
２の像波形）とする。これらＡ像波形とＢ像波形の相対位置を検出することで、水平方向
に輝度分布を有する被写体像のピントずれ量（デフォーカス量）が検出できる。
【００３０】
　なお、位相差検出用画素対ＳＨＡ及びＳＨＢを用いることで、その配列方向に輝度分布
を有する被写体、例えば縦線に対しては焦点検出可能だが、配列方向に直交する方向にの
み輝度分布を有する被写体である横線は焦点検出不能である。そこで本実施形態では、後
者についても焦点検出できるよう、レンズの垂直方向（縦方向）にも瞳分割を行なう位相
差検出用画素も設けている。
【００３１】
　図４は、本実施形態において、レンズの垂直方向（縦方向）に瞳分割を行なうための位
相差検出用画素の配置と構造の例を示す。
　図４（ａ）は、位相差検出用画素を含む２行×２列の画素の平面図で、図３（ａ）と同
様に、Ｇ画素は撮像用画素として残し、ＲとＢの画素位置に位相差検出用画素対ＳＶＣ及
びＳＶＤを配置している。
【００３２】
　図４（ｂ）は、図４（ａ）のＡ－Ａ断面（すなわち、位相差検出用画素対の断面）と、
撮影光学系からの光路を示す図である。
　図３（ｂ）との比較から分かるように、図４（ｂ）の画素は瞳分離方向が縦方向になっ
ていること以外、位相差検出用画素の構造は共通である。すなわち、位相差検出用画素Ｓ
ＶＣの開口部ＯＰＶＣは垂直方向下側に偏倚しているため、レンズＴＬの上側の射出瞳Ｅ
ＰＶＣを通過した光束を受光する。同様に、位相差検出用画素ＳＶＤの開口部ＯＰＶＤは
垂直方向上側に偏倚しているため、レンズＴＬの下側の射出瞳ＥＰＶＤを通過した光束を
受光する。
【００３３】
　垂直方向に規則的に配列した複数の位相差検出用画素ＳＶＣで取得した被写体像をＣ像
波形とする。また、垂直方向に規則的に配列した複数の位相差検出用画素ＳＶＤで取得し
た被写体像をＤ像波形とする。これらＣ像波形とＤ像波形の相対位置を検出することで、
垂直方向に輝度分布を有する被写体像のピントずれ量（デフォーカス量）が検出できる。
【００３４】
　次に、信号処理回路１０４が行うコントラスト信号の抽出手順を説明する。
　図５は信号処理回路１０４にて撮像用画素信号から変換した映像信号の注目画素ａ（ｍ
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，ｋ）近傍の画素の並びを示した図である。信号処理回路１０４は、注目画素ａ（ｍ，ｋ
）に対して以下の演算を行って、水平方向エッジ信号ＥｄｇｅＨ、垂直方向エッジ信号Ｅ
ｄｇｅ、および二次元エッジ信号Ｅｄｇｅ２Ｄを算出する。
　EdgeH={a(m,k)x2-a(m-n,k)-a(m+n,k)}/2
　EdgeV={a(m,k)x2-a(m,k-l)-a(m,k-l)}/2
　Edge2D={a(m,k)x4-a(m-n,k)-a(m+n,k)-a(m,k-l)-a(m,k-l)}/4　　　　　　（式１）
　ここで（ｍ，ｋ）は注目画素の座標であり、ｋ，ｌはそれぞれ水平および垂直方向の相
関距離（画素数）である。ｋ，ｌの値は、撮像光学系の焦点面での解像度などに応じて定
めることができるが、概ね２から８程度の値である。
【００３５】
　信号処理回路１０４は、所定の焦点検出領域に含まれる各画素について求めたそれぞれ
のエッジ信号の絶対値を積分し、焦点検出領域のコントラスト信号を得る。また、信号処
理回路１０４は、コントラスト信号が、どの程度合焦位置に近いことを示しているかを表
すコントラスト評価値を求める。コントラスト評価値は、コントラストレベルの最高値と
、現在得られているコントラストレベルの値との関係から、例えば予め用意したテーブル
によって決定してもよい。あるいは、予め定めた計算式で求めてもよい。本実施形態では
、コントラスト評価値が高いほど、得られているコントラストレベルが高いものとする。
【００３６】
　コントラスト信号を用いた焦点検出（コントラストＡＦ）を行う際、制御回路１０５は
、所定の焦点検出領域内で得られるコントラスト信号が最大となるように、撮像レンズ１
０１が有する焦点調節用レンズ（図示せず）を駆動する。以下、撮像レンズ１０１が有す
る焦点調節用レンズの駆動を、撮像レンズ１０１のフォーカス駆動と呼ぶ。
【００３７】
　図６は、撮像レンズ１０１をフォーカス駆動した際に、合焦位置の前後で信号処理回路
１０４で得られるコントラストレベルがどのように変化するかの例を示す図である。ａは
絞り１０２が１：２の場合の変化を、ｂは同１：１６の場合の変化を示している。図６か
ら明らかなように、フォーカス駆動によって撮像レンズ１０１が合焦点に近づくと、コン
トラスト値が増大し、離れると減少する。
【００３８】
　また、絞り１０２が開いている場合は、閉じている場合と比べて焦点深度が浅いため、
ａで示される絞り１０２が１：２の場合の方がコントラスト値が高い領域が狭いことがわ
かる。そのため、制御回路１０５では、絞り値を勘案してコントラスト値に基づく焦点検
出を行う。
【００３９】
　撮像素子１０３が有する画素のうち、位相差検出用画素とする画素の位置に制限はない
ため、焦点検出可能な画面内の位置に制限はない。また、上述したコントラスト信号の抽
出による焦点検出も、画面内の任意の部分から得られる画像信号を用いて行うことができ
る。そのため、被写体の条件やユーザの指示により、画面内の特定の領域に対して焦点検
出を行うことが可能であり、焦点検出を行うための画面内の領域を焦点検出領域と呼ぶ。
【００４０】
　図７は、絞り１０２の開口径が大きい場合の撮像レンズ１０１の光軸中心に近い（像高
が小さい）領域に設けられた位相差検出画素と、光軸中心から遠い（像高が大きい）領域
に設けられた位相差検出画素に入射する光束の様子を示した図である。このように、絞り
１０２の開口径が大きい場合、光軸中心から遠い領域の位相差検出画素には正しく光束が
入射しないことが発生しうる。この場合、光軸中心から遠い領域の位相差検出画素の信号
からは適切な位相差検出を行うことができない。
【００４１】
　図８は本実施形態の撮像装置の自動焦点検出動作、特に焦点調節用レンズが合焦位置で
停止した状態での動作を説明するためのフローチャートである。この動作は、制御回路１
０５が各部を制御することによって実現される。
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【００４２】
　上述のように、動画記録中に所定の合焦条件が成立すると制御回路１０５は撮像レンズ
１０１のフォーカス駆動を停止するが、被写体の移動などに伴ってＡＦ再起動が必要とな
る場合がある。そのため、制御回路１０５はＡＦ再起動が必要かどうかをフォーカス駆動
停止中に定期的に判定し、必要と判断されればＡＦ再起動を実行する。信号処理回路１０
４は、動画記録中も常にコントラスト信号とコントラスト評価値の算出を行っていてもよ
いし、ＡＦ再起動の実行時にコントラスト信号とコントラスト評価値の算出を行ってもよ
い。
【００４３】
　ＡＦ再起動ルーチンが開始されると（Ｓ８０１）、判定手段としての制御回路１０５は
、現在の焦点検出領域に対して信号処理回路１０４で得られるコントラスト評価値が所定
値以下か否かが判定される（Ｓ８０２）。コントラスト評価値が所定値を超えている場合
（Ｓ８０２：ＮＯ）は、被写体との相対距離の変化がないか、無視できる程度と判定し、
制御回路１０５はＡＦ再起動の必要は無いと判断し、処理を終了する。
【００４４】
　一方、コントラスト評価値が所定値以下の場合（Ｓ８０２：ＹＥＳ）、制御回路１０５
は、ＡＦ再起動が必要と判断する。コントラスト評価値の低下は、例えば被写体との相対
距離が変化した場合に生じる。
【００４５】
　ＡＦ再起動が必要と判断すると、制御回路１０５は、撮像レンズ１０１の状態情報（レ
ンズ機種情報、絞り値）、現在設定されている焦点検出領域（位相差検出用画素）の位置
から、位相差検出可能な最大開口径Ａｍａｘを算出する。最大開口径Ａｍａｘは、装着さ
れている撮像レンズ１０１の種類と焦点検出領域の位置とによって変化する射出瞳位置と
、絞り１０２の開口径によって変化する射出瞳径と、設定されている焦点検出領域の撮像
素子１０３上の位置によって変化する（Ｓ８０３）。これは、撮像素子１０３の位相差検
出用画素に入射する像が、撮像レンズ１０１の絞り開放近くでの特性によって乱れること
により規制されることによる。
【００４６】
　最大開口径Ａｍａｘの算出方法には特に制限はなく、例えば絞り値と焦点検出領域の位
置との組み合わせごとに最大開口径Ａｍａｘの値を記憶したテーブルをレンズ機種ごとに
用意しておいてもよい。また、撮像レンズ１０１の状態情報から得られるパラメータと焦
点検出領域の位置を示す値を変数とした計算式を用意しておき、都度算出することもでき
る。また、装着されたレンズに応じて、テーブルの使用と算出式の使用を切り替えてもよ
い。
【００４７】
　そして、判定手段としての制御回路１０５は、現在の絞り１０２の開口径Ａ０が、算出
された最大開口径Ａｍａｘよりも大きいか否か判定する（Ｓ８０４）。絞り１０２の開口
径Ａ０が最大開口径Ａｍａｘ以下の場合（Ｓ８０４：ＮＯ）、制御回路１０５は、設定さ
れている焦点検出領域に含まれる位相差検出用画素の出力に基づく位相差検出ＡＦを行い
、焦点調節用レンズの駆動方向と駆動量を決定する（Ｓ８０５）。
【００４８】
　一方、絞り１０２の開口径Ａ０が最大開口径Ａｍａｘよりも大きい場合（Ｓ８０４：Ｙ
ＥＳ）、設定されている焦点検出領域に含まれる位相差検出用画素を用いた位相差検出Ａ
Ｆは正しく動作しない。そのため、制御手段としての制御回路１０５は、絞り１０２の開
口径を最大開口径Ａｍａｘ又はＡｍａｘより小さくなるように絞り１０２を制御する絞り
制御信号を撮像レンズ１０１に出力する。また、制御回路１０５は、絞り１０２の開口径
を小さくしたことによる撮像素子１０３に到達する光量の減少を補うため、信号処理回路
１０４に対し、読み出した画像信号に対して適用するゲインの量を上昇するように指示す
る（Ｓ８０６）。例えば、絞り１０２を１段閉じた場合、１ＥＶ分に相当する量、ゲイン
を上昇させればよい。



(10) JP 5753371 B2 2015.7.22

10

20

30

40

50

【００４９】
　そして、決定手段としての制御回路１０５は、絞り１０２の開口径がＡｍａｘ以下とな
った状態で位相差検出ＡＦを行い、フォーカス駆動の方向および量を決定する（Ｓ８０７
）。次に、制御回路１０５は、絞り１０２の開口径をＡ０に、信号処理回路１０４のゲイ
ンをＧ０に戻す（Ｓ８０８）。
【００５０】
　Ｓ８０５又はＳ８０８における位相差検出ＡＦによってフォーカス駆動量及び駆動方向
を決定すると、駆動手段としての制御回路１０５は撮像レンズ１０１のフォーカス調節用
レンズを駆動する（Ｓ８０９）。そして、制御回路１０５は、フォーカス駆動を停止し（
Ｓ８１１）、ＡＦ再起動処理を終了する。
【００５１】
　このように、本実施形態によれば、ＡＦ再起動時に、現在のレンズの絞りの開口径が、
現在設定されている焦点検出領域に含まれている位相差検出用画素を用いた位相差検出Ａ
Ｆが可能な開口径かどうか判断する。そして、位相差検出ＡＦができない開口径であれば
、位相差検出ＡＦが可能な開口径に絞りを変更して位相差検出ＡＦを実行する（あるいは
、位相差検出ＡＦを行う間、位相差検出ＡＦが可能な開口径に絞りを変更する）。そのた
め、合焦位置でレンズを停止させた後にＡＦ再起動が必要となった場合でも、レンズを微
小駆動する必要なく、新たな合焦位置に素速くレンズを駆動することが可能である。その
ため、微小駆動に対応していないレンズを用いる撮像装置で動画記録中にＡＦ再起動した
場合でも、記録画像に焦点検出動作が与える影響を大幅に抑制できる。特にレンズ交換式
カメラのように、様々なレンズが装着されうる撮像装置において効果が大きい。
【００５２】
　なお、本実施形態では、撮像素子に設けられた位相差検出用画素のうち、焦点検出領域
に含まれている位相差検出用画素を用いた位相差検出ＡＦが可能かどうかを、絞りの開口
径によって判定した。しかし、開口径の代わりに、絞り値はもちろん、開口径の大きさを
示す任意の値を用いて判定することが可能である。例えばテーブルを用いて最大開口径Ａ
ｍａｘを求める場合、テーブルの容量を削減するために、実際の開口径よりも他の値を用
いることが有効な場合もある。
【００５３】
（第２の実施形態）
　次に、本発明の第２の実施形態について説明する。本実施形態に係る撮像装置の構成は
第１の実施形態と同じでよいため、説明を省略する。
　図９は絞り１０２の開口径が小さい場合の撮像レンズ１０１の光軸中心に近い領域に設
けられた位相差検出画素に入射する光束の様子を示した図である。絞り１０２の開口径が
小さいため、射出瞳ＥＰの径が小さくなり、撮影光学系ＴＬの上側射出瞳ＥＰＶＣおよび
下側射出瞳ＥＰＶＤを通過した光束が遮断された（けられた）状態を示している。この状
態では射出瞳ＥＰＶＣ及びＥＰＶＤを透過する光束は位相差検出用画素の開口部ＯＰＶＣ
およびＯＰＶＤには到達しないことがわかる。
【００５４】
　本実施形態はかかる条件下でのＡＦ再起動動作に関する。
　図１０は、本実施形態の撮像装置の自動焦点検出動作、特に焦点調節用レンズが合焦位
置で停止した状態での動作を説明するためのフローチャートである。図１０において第１
の実施形態と同じ動作については図８と同じ参照数字を付し、説明を省略する。
【００５５】
　コントラスト評価値が所定値以下（Ｓ８０２：ＹＥＳ）で、ＡＦ再起動が必要と判断す
ると、制御回路１０５は、位相差検出可能な最小開口径Ａｍｉｎを算出する（Ｓ１００３
）。最小開口径Ａｍｉｎも最大開口径Ａｍａｘ同様、装着されている撮像レンズ１０１の
種類と焦点検出領域の位置とによって変化する射出瞳位置と、絞り１０２の開口径によっ
て変化する射出瞳径と、焦点検出領域の撮像素子１０３上の位置によって変化する。
【００５６】
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　最小開口径Ａｍｉｎも最大開口径Ａｍａｘと同様、その算出方法には特に制限はなく、
例えば絞り値と焦点検出領域の位置との組み合わせごとに最小開口径Ａｍｉｎの値を記憶
したテーブルをレンズ機種ごとに用意しておいてもよい。また、撮像レンズ１０１の状態
情報から得られるパラメータと焦点検出領域の位置を示す値を変数とした計算式を用意し
ておき、都度算出することもできる。また、装着されたレンズに応じて、テーブルの使用
と算出式の使用を切り替えてもよい。
【００５７】
　そして、制御回路１０５は、現在の絞り１０２の開口径Ａ０が、算出された最小開口径
Ａｍｉｎよりも小さいか否か判定する（Ｓ１００４）。絞り１０２の開口径Ａ０が最小開
口径Ａｍｉｎ以上の場合（Ｓ１００４：ＮＯ）、制御回路１０５は、設定されている焦点
検出領域に含まれる位相差検出用画素の出力に基づく位相差検出ＡＦを行い、焦点調節用
レンズの駆動方向と駆動量を決定する（Ｓ８０５）。
【００５８】
　一方、絞り１０２の開口径Ａ０が最小開口径Ａｍｉｎよりも小さい場合（Ｓ１００４：
ＹＥＳ）、設定されている焦点検出領域に含まれる位相差検出用画素を用いた位相差検出
ＡＦは正しく動作しない。そのため、制御回路１０５は、絞り１０２の開口径を最小開口
径Ａｍｉｎ又はＡｍｉｎより大きくなるように絞り１０２を制御する絞り制御信号を撮像
レンズ１０１に出力する。また、制御回路１０５は、絞り１０２の開口径を大きくしたこ
とによる撮像素子１０３に到達する光量の増加を相殺するため、撮像素子１０３の蓄積時
間（電子シャッタースピード）を、ＡＦ再起動ルーチン開始前のＴ０よりも短いＴ１に設
定する（Ｓ１００６）。例えば、絞り１０２を１段開いた場合、蓄積時間を１／２にすれ
ばよい。
【００５９】
　そして、制御回路１０５は、絞り１０２の開口径が最小開口径Ａｍｉｎ以上となった状
態で位相差検出ＡＦを行い、フォーカス駆動の方向および量を決定する（Ｓ８０７）。次
に、制御回路１０５は、絞り１０２の開口径をＡ０に、撮像素子１０３の蓄積時間をＴ０
に戻す（Ｓ１００８）。
【００６０】
　Ｓ８０５又はＳ８０８における位相差検出ＡＦによってフォーカス駆動量及び駆動方向
を決定すると、制御回路１０５は撮像レンズ１０１のフォーカス調節用レンズを駆動する
（Ｓ８０９）。そして、制御回路１０５は、フォーカス駆動を停止し（Ｓ８１１）、ＡＦ
再起動処理を終了する。
【００６１】
　本実施形態によっても、第１の実施形態と同様の効果が得られる。なお、本実施形態に
おいても、第１の実施形態と同様、Ｓ１００４における判定処理において、開口径の代わ
りに、絞り値はもちろん、開口径の大きさを示す任意の値を用いることが可能である。
【００６２】
（他の実施形態）
　上述した実施形態にかかる処理は、組み合わせて実行可能であることはいうまでもない
。つまり、制御回路１０５はＡＦ再起動を行う場合、まず、現在設定されている焦点検出
領域に含まれている位相差検出用画素を用いた位相差検出ＡＦが可能な開口径の範囲と、
現在の絞りの開口径とを比較する。そして、絞りの開口径が範囲の上限値を上回っている
場合には第１の実施形態を、範囲の下限値を下回っている場合には第２の実施形態を実施
すればよい。
【００６３】
　また、上述の実施形態では、位相差検出ＡＦを行う間に絞りの開口径を変更した場合に
、信号処理回路１０４において画像信号に適用するゲインを上昇させたり、撮像素子１０
３の蓄積時間を短縮されたりしたが、これらは必須ではない。位相差検出ＡＦに要する時
間が充分短ければ、記録中の動画に与える影響は無視できるからである。例えば、位相差
検出ＡＦが迷うような場合に、これらの対策を講じるように構成してもよい。
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【００６４】
　また、本発明は、以下の処理を実行することによっても実現される。即ち、上述した実
施形態の機能を実現するソフトウェア（プログラム）を、ネットワーク又は各種記憶媒体
を介してシステム或いは装置に供給し、そのシステム或いは装置のコンピュータ（または
ＣＰＵやＭＰＵ等）がプログラムを読み出して実行する処理である。

【図１】 【図２】
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【図３】 【図４】

【図５】 【図６】
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【図７】 【図８】

【図９】 【図１０】
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